
新たな地域医療構想の検討状況について
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１．新たな地域医療構想の概要・スケジュール等
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これまでの主な議論（新たな地域医療構想の基本的な⽅向性（案））

病床の機能分化・連携 ⼊院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、
医療提供体制全体の課題解決を図るための地域医療構想へ

現⾏の地域医療構想 新たな地域医療構想

地域の患者・要介護者を支えられる地域全体を俯瞰した構想
85歳以上の⾼齢者の増加に伴う⾼齢者救急や在宅医療等の医療・介護需要の
増大等、2040年頃を⾒据えた課題に対応するため、⼊院に限らず医療提供体
制全体を対象とした地域医療構想を策定する。

今後の連携･再編･集約化をイメージできる医療機関機能に着目
した医療提供体制の構築

病床機能だけでなく、急性期医療の提供、⾼齢者救急の受け皿、在宅医療提
供の拠点等、地域で求められる医療機関の役割も踏まえ医療提供体制を構築
する。

限られたマンパワーにおけるより効率的な医療提供の実現
医療DXや働き⽅改⾰の取組、地域の医療・介護の連携強化等を通じて、⽣産
性を向上させ、持続可能な医療提供体制モデルを確⽴する。

団塊の世代が全て75歳以上となる2025年に向けて、
⾼齢者の医療需要が増加することが想定される。
このため、約300の構想区域を対象として、病床の
機能分化・連携を推進するための2025年に向けた地
域医療構想を策定。
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＜新たな地域医療構想における基本的な⽅向性＞

2040年頃に向けて、医療・介護の複合ニーズ等を抱える85歳以上の
増加、人材確保の制約、地域差の拡大が想定される。
こうした中、限られた医療資源で、増加する⾼齢者救急・在宅医療
需要等に対応するため、病床の機能分化･連携に加え、医療機関機能
（⾼齢者救急の受⼊、在宅医療の提供、救急･急性期の医療提供等）に着目し、
地域の実情に応じて、｢治す医療｣を担う医療機関と｢治し支える医
療｣を担う医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携･再編･集
約化を推進。

※都道府県において、令和８年度（2026年度）に新たな地域医療構想を策定し、
令和９年度（2027年度）から取組を開始することを想定

＜全国の報告病床数と必要病床数＞

合計 119.1万床

※ 病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に⾜し合わ
せたものであり、また、それぞれ計算⽅法が異なることから、単純に⽐較するのではなく、
詳細な分析や検討を⾏った上で地域医療構想調整会議で協議を⾏うことが重要。

厚⽣労働省検討会資料
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新たな地域医療構想と医療計画の関係の整理（案）

○ 新たな地域医療構想について、⼊院医療だけでなく、外来･在宅医療、介護との連携等も含めた医療提供体制全体
の地域医療構想とする⽅向で検討を⾏っており、地域医療構想と医療計画の関係の整理を⾏うこととしてはどうか。
・ 新たな地域医療構想について、医療計画の記載事項の⼀つではなく、地域の医療提供体制全体の将来のビジョ

ン・⽅向性を定めるとともに、医療機関機能に着目した医療機関の機能分化・連携、病床の機能分化・連携等を
定めるものとする。新たな地域医療構想においても、介護保険事業⽀援計画等の関係する計画との整合性を図る。

・ 医療計画について、地域医療構想の６年間（⼀部３年間）の実⾏計画として、新たな地域医療構想に即して、
５疾病・６事業及び在宅医療、医師確保、外来医療等に関する具体的な取組を定めるものとする。

医療計画（都道府県）

５疾病・６事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等

地域医療構想（都道府県）
病床の機能分化・連携の推進

介護保険
事業⽀援

計画
（都道府県）

医療計画（都道府県）

５疾病・６事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等

地域医療構想（都道府県）
⼊院医療、外来・在宅医療、介護との連携
等を含む医療提供体制全体の将来の構想

即して定める

介護保険
事業計画

（市区町村）

整
合
性
を
図
る※

１

介護保険
事業計画

（市区町村）

介護保険
事業⽀援

計画
（都道府県）

整
合
性
を
図
る

※１ 地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県⾏動計画とも整合性を図る。

※１ 地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県⾏動計画とも整合性を図る。

＜現⾏＞ ＜今後＞

※地域医療構想は、医療法上、医療
計画の記載事項の⼀部とされている。

基本指針（国）基本指針（国）基本指針（国） 基本指針（国）

整
合
性
を
図
る※

１

・ 地域医療介護総合確保法の総合確保⽅針に即して定める ・ 地域医療介護総合確保法の総合確保⽅針に即して定める

地域医療構
想が医療計
画の上位概
念となる
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新たな地域医療構想と医療計画の進め⽅（案）

○ 新たな地域医療構想について、令和７年度に国でガイドラインを検討･策定し、都道府県において、まず令和８年度に地域の医療提供
体制全体の⽅向性、将来の病床数の必要量の推計等を検討･策定した上で、それを踏まえ、令和９〜10年度に医療機関機能に着目した地
域の医療機関の機能分化･連携の協議等を⾏うこととしてはどうか。

○ 新たな地域医療構想の内容について、基本的に第９次医療計画に適切に反映されるよう、地域医療構想の策定状況や医療計画の取組等
に係る課題を国と県で共有することとしてはどうか。医療計画のうち、５疾病･６事業については、個別の事業の課題を第９次医療計画
に向けて継続的に検討し、必要に応じて⾒直しを⾏い、また、外来医療計画等の3か年の計画については、令和9年度からの後期計画に
向けて必要な検討を⾏うこととしてはどうか。

地域医療構想

５疾病・６事業

外来医療計画、医師確保計画、
在宅医療に関する事業

第９次医療計画

新たな地域医療構想の策定・取組
ガイドラインの
検討（国）

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次計画(後期)

の検討（国）
第8次計画(後期)

の作成(都道府県)

（令和6年度） （令和7年度） （令和８年度） （令和９年度）（令和10年度）（令和11年度）（令和12年
度）

２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ ２０２９ ２０３０ 〜

将来の⽅向性、
将来の病床数の
必要量の推計
等

医療機関機能に着目した地域
の医療機関の機能分化･連携
の協議、病床の機能分化･連
携の協議 等

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次医療計画（※）
※救命救急センターのあり⽅や周産期医療等、個別の事業の課題を第９

次医療計画に向けて継続的に検討し、必要に応じて⾒直しを⾏う。

国と都道府県の実務者協議（地域医療構想の策定
状況や医療計画の取組等に係る課題を国と都道府
県で共有）

第９次医療計画第8次計画（前期） 第8次計画（後期）

かかりつけ医機能
報告等のガイドラ
インの検討（国）

新たな地域医療構想
の検討（国）

かかりつけ医機能の確保に関する地域の協議（都道府県）

厚⽣労働省検討会資料
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Ⅰ 経緯・背景
１ ガイドラインの目的
２ 位置づけ
３ 新たな地域医療構想の対象について
４ 背景となる地域毎の課題
５ 医療計画との関係
６ これまでの地域医療構想について

Ⅱ 地域医療構想の策定
１ 地域医療構想の策定の進め⽅について
２ 構想区域について
３ 医療機関機能・病床機能と、当該機能を

踏まえた需要推計の基本的な考え⽅
４ ⼊院医療に関する取組について
５ 外来・在宅医療に関する取組について
６ 介護との連携について
７ 医療従事者の確保について

ガイドラインの構成（案）

Ⅲ 取組の推進について
１ 地域での課題等の共有
２ 知事権限について
３ 地域医療介護総合確保基⾦の活⽤について
４ 地域医療構想の実現に向けた柔軟かつ実践

的な点検・プロセス・評価の観点
Ⅳ 地域医療構想と医療計画の関係等

１ ５疾病６事業との関係について
２ 地域医療構想調整会議とその他の会議体と

の関係について

概論

策定まで

策定後

• 新たな地域医療構想の策定ガイドラインについて、現在の地域医療構想策定ガイドラインを踏襲しつつ、新たな地域
医療構想の対象が多岐にわたることに対応して議題の整理やグランドデザインなどのアップデート、合意形成等を踏
まえた構成としてはどうか。

※医療法等の⼀部を改正する法律案が継続審議となっているところ、国会審議
等を踏まえて変更することも考えられる。

6
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2030年2029年2028年2027年2026年2025年

区域点検・
⾒直し

必要病床数

医療機関機能の
確保

外来・在宅
介護との連携等

医療従事者の確
保

構想策定の具体的なスケジュール（案）

• 例として、⼊院医療に係る構想策定のスケジュールとして、今年度以降速やかに検討等を開始できる内容と、来
年度以降開始される予定の医療機関機能報告など、順次検討すべき内容がある。

区域の点検
構想区域の⾒直し

必要病床数の算出
機能分化連携の議論

医療機関機能の確保
連携・再編・集約化の議論

慢性期需要等の⾒込みの共有
介護との連携等に係る議論

これまでの医師偏在対策等の
取組の推進

各職種の新たな確保対策も
踏まえた取組

取組の推進

議題ごとのスケジュールを「幅を持って整理」

厚⽣労働省検討会資料
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地域医療構想調整会議における検討事項等について（案）

会議の範
囲

主な参加者具体的な検討事項

構想区域
都道府県

医師会、病院団体、⻭科医師会、
薬剤師会、看護協会

• 地域医療構想の進め⽅全体的な事項

構想区域
都道府県

医師会、病院団体• 構想区域ごとに確保すべき医療機関機能（⾼齢者救急・地域急性期機能、
在宅医療等連携機能、急性期拠点機能、専門等機能）及び広域的な観点
で確保すべき医療機関機能（医育及び広域診療機能）に着目した、医療
機関機能の確保

医療機関機能

構想区域医師会、病院団体• 不⾜する医療提供のための⽅策（外来の機能分化・連携、診療所の継承
⽀援、医師の派遣）

• オンライン診療を含めた遠隔医療の活⽤、巡回診療の推進

外来医療

構想区域
在宅医療圏

医師会、病院団体、⻭科医師会、
薬剤師会、看護協会、介護関係団
体、市町村
※議題に応じて選定

• 不⾜する医療提供のための⽅策（在宅医療研修やリカレント教育の推進、
医療機関や訪問看護の在宅対応⼒の強化、在宅患者の24時間対応の中小
病院等による⽀援、巡回診療の整備）

• DtoPwithNによるオンライン診療や医療DXによる在宅医療の効率的な提
供に向けた⽅策

在宅医療

構想区域
市町村

医師会、病院団体、⻭科医師会、
薬剤師会、看護協会、介護関係団
体、市町村
※議題に応じて選定

• 慢性期の医療需要に対する受け皿整備の検討（在宅医療、介護保険施設、
療養病床）

• 患者の状態悪化防⽌や必要時の円滑な⼊院に向けた医療機関と介護施設
等の具体的な連携

介護との連携

構想区域
都道府県

医師会、病院団体、⻭科医師会、
薬剤師会、看護協会
※議題に応じて選定

• 区域における不⾜・都道府県内の偏在に対する⽅策（大学病院本院、関
係団体と連携した取組を含む）
※既存の協議体で検討している場合、調整会議における検討が新たに必

要となる事項について検討

医療従事者の確保

法案改正後に検討精神病床
三次医療圏医師会、大学病院本院、病院団体• 医師派遣・配置、医学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナー

シップの締結推進
大学病院の役割・医
師の派遣

※現⾏のガイドラインにおいて、医療保険者については、必要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定することとされている。
8※患者団体や有床診療所団体など、参加者や会議の範囲については、各都道府県において柔軟に設定。

都道府県が柔軟で効果的・効率的な会議運営
に資するよう、議題や主な関係者が整理する
案がしめされている。

厚⽣労働省検討会資料



【地域医療構想関係】
○ 新たな構想の策定に向けて、令和８年度の本格策定の前に、⼗分かつ慎重な議論を⾏うため、令和７年度中に有識者との懇談会を開催

し、本県の今後の地域医療提供体制全体の⽅向性について意⾒交換を⾏い、同年度中にとりまとめを⾏う。
○ 令和８年度には、国の新たな構想の策定ガイドラインや懇談会のとりまとめ等を踏まえ、新たな構想に位置付ける構想区域、将来の病

床数の必要量等を検討。（※）
○ 令和９年度〜10年度には、地域ごとの医療機関機能・病床機能に着目した医療機関間の役割分担・連携の⽅向性等について検討し、

必要に応じて新たな地域医療構想に取り⼊れていく。（※）
※ 令和８年度以降の検討体制や進め⽅については、国における新たな構想のガイドライン（令和７年度発出）を踏まえ、改めて検討。

令和１０年度
（2028年度）

令和９年度
（2027年度）

令和８年度
（2026年度）

令和７年度
（2025年度）

国

都道府県

懇談会の開催

懇
談
会
と
り
ま
と
め

■新たな地域医療構想の策定に係る今後の流れ（予定）

国の動向を注視しながら、適切に
県への検討に取り入れていく

新構想のガイドライン
検討会

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
発
出

新たな地域医療構想の本格策定に
あたって、有識者との意⾒交換

新構想の策定委員会（仮）
の開催

構想区域、将来の病床数の必要量
等の検討

地域ごとの医療機関機能・病床機能に着目した医療機関間の役割分担・連
携の⽅向性等について検討

新構想の取組を進めながら、必要に応じて、新構想の策定
委員会（仮）を随時開催

新
構
想
の
取
組
開
始

新たな地域医療構想の策定に向けた今後の進め⽅
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新たな地域医療構想に関する懇談会の概要

2040年を⾒据えた新たな地域医療構想の策定に向けて、構想区域のあり⽅など本県の目指すべ
き医療提供体制の⽅向性について議論を⾏う。

○ 第１回 総論
• 座⻑の選出
• 現⾏の構想の評価、振り返り
• 新たな構想の目指す姿について
• 構想区域について

○ 第２回及び第３回 各論
・構想区域（⼊院医療）について
・構想区域（外来・在宅、介護との連携）について

２ スケジュール（予定）

内 容日 程
総論（進め⽅・論点提⽰）７月第１回
各論①９月第２回
各論②１１月第３回
とりまとめ案１２月第４回
とりまとめ３月第５回

１ 目的

３ 具体的な議論の進め⽅（予定）

○ 第４回
・とりまとめ案の提⽰

○ 第５回
・とりまとめ
・次年度以降の進め⽅について

10



新たな地域医療構想に関する懇談会の検討体制

新たな地域医療構想については、2040年頃を視野に⼊れつつ、⼊院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医
療・介護連携等を含めて検討を⾏う必要があることから、必要な関係者が参画する新たな懇談会を新設して検討を⾏う

新たな地域医療構想に関する懇談会【新設】

※ 必要に応じて参考人の出席を要請

（敬称略。）
氏名役職区分

若林 透⻑野県医師会⻑医 師
⻭ 科 医 師
薬 剤 師

伊藤 正明⻑野県⻭科医師会⻑
加賀美 秀樹⻑野県薬剤師会⻑

小林 光⻑野⾚⼗字病院⻑
（日本⾚⼗字社⻑野県⽀部）

医療関係団体

佐藤 泰吾諏訪中央病院院⻑
花岡 正幸信州大学医学部附属病院⻑
本田 孝⾏⻑野県⽴病院機構 理事⻑
松本 清美公益社団法人 ⻑野県看護協会⻑
丸山 和敏⻑野県病院協議会⻑
渡辺 仁佐久総合病院統括院⻑（県厚⽣連）

森 浩二⻑野県医師会総務理事地域医療構想
アドバイザー

小林 広美⻑野県介護⽀援専門員協会会⻑
介護関係者

町田 貴志⻑野県⾼齢者福祉事業協会副会⻑
小根沢 義⾏⻘⽊村住⺠福祉課課⻑

市町村
守屋 和則諏訪市健康福祉部⻑
小林 和之佐久総合病院小海分院診療部⻑将来の医療を

担う医師 深井 晴成⻑野県⽴信州医療センター診療部医⻑

氏名役職

笹渕 美香⻑野県健康福祉部⻑
塩原 昭夫〃 次⻑
⻄垣 明子〃 衛⽣技監
若月 真也〃 参事（地域医療担当）
塚原 仁〃 医療政策課⻑

田中 徹〃 医師・看護人材確保対策課⻑

鈴⽊ 三千穂〃 疾病・感染症対策課⻑
今井 政文〃 介護⽀援課⻑

【構成員】 【事務局】
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２．構想区域について
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新たな構想区域と⼆次医療圏の違いについて

• 新たな地域医療構想における構想区域と二次医療圏は、以下のとおり整理される。

⼆次医療圏（医療計画）新たな構想区域（地域医療構想）

・医療法 第30 条の４第２項第９項
・医療法施⾏規則 第30 条の29 第１号・医療法 第30 条の４第２項第７号根拠法令

地理的条件等の⾃然的条件及び日常⽣活の需要の充⾜状況、交
通事情等の社会的条件を考慮して、⼀体の区域として病院及び
診療所における⼊院に係る医療を提供する体制の確保を図るこ
とが相当であると認められる区域

地域における病床の機能の分化及び連携を推進するため
の基準として厚⽣労働省令で定める基準に従い定める区
域

設定に関す
る基準（法
令の規定）

６年間ごとに定める区域であり、基準病床数制度や医師確保計
画等といった医療計画の取組みを進めることとされている。

※医療計画は、新たな地域医療構想を踏まえ、6年ごとに策定
する実⾏計画といった建付けのイメージ

2040年を⾒据えた区域であり、病床機能や医療機関
機能を考慮し、医療機関の役割分担と連携を進めるこ
ととされている。

※新たな地域医療構想は、医療計画の上位概念となり、
本県における医療提供体制の在り⽅と大枠の⽅向性を
⽰すビジョン

趣旨・役割

地理的条件等の⾃然条件や交通事情等の社会的条件、患者の
受療動向を考慮

人⼝規模、患者の受療動向等、将来における要素を勘案
して検討要件

全県10圏域
※R6からの第8次医療計画で設定

全県10区域
※H29年からの地域医療構想で設定参考

（現構想の
状況等） 全国330区域（令和６年４月時点）

※Ｒ5において、各都道府県で設定
全国339区域（令和６年４月時点）

※H28~29において、各都道府県で設定

13



構想区域の役割について

• 構想区域については、①医療提供体制構築のため、②必要病床数運⽤のための、大きく２つの役割がある。
• それぞれ、医療提供体制構築のため、急性期拠点機能等が確保・維持できる単位であるか、必要病床数の議論等

が可能な単位であるか等について、区域の人⼝や医療機関数、患者の流出⼊等を踏まえ、適切な規模で設定する
必要がある。

① 医療機関の連携・再編・集約化など、
医療提供体制構築のための議論

② 必要病床数の運用

• 区域内に所在する病院等が急性期、⾼齢者救急等について議論する単位
• 特に、急性期拠点機能の確保に係る議論のため、緊急⼿術等の急性期医療の需要が

⼀定程度発⽣し、急性期拠点機能を確保・維持できるよう設定し、地域での議論や
取組を推進できる必要

• ⼊院医療の需要が減少することも踏まえながら、2040年に必要な病床数を確保す
るために設定する単位

• 特に、機能別に適切な病床数が確保できるよう、都道府県が適切に、調整会議や医
療審議会での議論の進⾏や法令上の権限⾏使ができる必要

⇒人口20〜30万人以上を目安としながら検討する必要

⇒都道府県が区域の人口や医療機関数、流出⼊等を踏まえて設定

構想区域
の

役割

構想区域については、
地域で急性期拠点機能を確保・維持する
ために議論する範囲である

厚⽣労働省検討会資料（⼀部改）
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構想区域の⾒直しについて

15

＜⼈⼝減少が⾒込まれている地域＞
構想区域 ⼆次医療圏

【現⾏の構想区域】

⼆次医療圏
構想区域①

【新たな構想区域】

構想区域②

構想区域
⼆次医療圏①

⼆次医療圏②

構想区域
の細分化

構想区域
の広域化

構想区域と二次医療圏は⼀致させるようになっている

≒

＜100万⼈以上の区域などの大都市＞

国の「新たな地域医療構想等に関する検討会」では、地域の実情を踏まえ必要な場合は、以下のような観点から構想区
域の⾒直しを⾏うよう⽅向性が提⽰されている
 2040年を⾒据え、人⼝規模（20万人未満等）、医療需要の変化、医療従事者の確保等の観点から、医療提供体制を

確保していく上での課題がある場合は、必要に応じて構想区域の拡大を検討
 構想区域では、「⾼齢者救急の受け皿となり、地域への復帰を目指す機能」「在宅医療を提供し、地域の⽣活を⽀

える機能」「救急医療等の急性期の医療を広く提供する機能」を確保

⾒直しイメージ
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構想区域

所 在
保健所

面 積
（k㎡）

人 ⼝
（人）市町村数区 域圏 域

県

全

域

佐 久1,571.18201,38011小諸市、佐久市、南佐久
郡、北佐久郡佐 久東

信 上 田905.37187,392４上田市、東御市、小県郡上 小

諏 訪715.75185,820６岡谷市、諏訪市、茅野市、
諏訪郡諏 訪

南

信
伊 那1,348.40173,453８伊那市、駒ヶ根市、上伊

那郡上伊那

飯 田1,928.89146,22614飯田市、下伊那郡飯 伊

⽊ 曽1,546.1522,887６⽊曽郡⽊ 曽

中

信

松 本
松本市1,868.74413,585８松本市、塩尻市、安曇野

市、東筑摩郡松 本

大 町1,109.6553,727５大町市、北安曇郡大 北

⻑ 野
⻑野市1,558.00512,970９

⻑野市、須坂市、千曲市、
埴科郡、上⾼井郡、上水
内郡

⻑ 野北

信 北 信1,009.4577,123６中野市、飯山市、下⾼井
郡、下水内郡北 信

13,561.581,976,10377県 計

北信

⻑野

上小

佐久

諏訪

上伊那

飯伊

木曽

松本

大北

（注）人口は令和７年４月１日現在（長野県総合政策課統計室「毎月人口異動調査」）
県計人口と市町村人口との推計方法が異なるため、地域計を合算しても県計とは一致しない。

現行の地域医療構想における構想区域の設定状況

構想区域（２次医療圏域）境界
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人口200万人前後の都道府県の面積と構想区域数

⻑野県は、面積が広大な⼀⽅、可住面積が少なく、アクセス面等の課題から構想区域数が多い状況である。

17

福島県岡山県栃⽊県群馬県⻑野県岐阜県新潟県宮城県

183189193194197198220230人⼝（万人）

13,7837,1076,4086,36213,56210,62112,5847,282面積（㎢）

30.59%
（28位）

31.32%
（26位）

46.89%
（12位）

35.66%
（21位）

23.96%
（41位）

20.82%
（45位）

36.04%
（18位）

43.32％
（14位）可住地面積割合

6561010574構想区域数

2,2971,4211,0686361,3562,1241,7981,821１構想区域
平均面積（㎢）



他県の圏域の設定の状況

当県は、2,000㎢に満たない構想区域で設定しているが、人⼝や面積が同規模の新潟、岐阜、福島の構想区域では、
2,500㎢程度の区域で設定されている例もある。

⻑野県

面積（㎢）人⼝（人）圏域

2,319.14192,575下 越

2,223.73867,339新 潟

733.51208,783県 央

1,636.85415,924中 越

2,649.20148,711魚 沼

2,165.76249,561上 越

855.6848,116佐 渡

12,583.872,131,009計

新潟県

面積（㎢）人⼝（人）圏域

993.28793,551岐 阜

1,432.94358,439⻄ 濃

2,454.26364,282中 濃

1,562.82323,574東 濃

4,177.99138,896飛 騨

10,621.291,978,742計

岐阜県

面積（㎢）人⼝（人）圏域

1,753.34465,894県北

2,406.24519,57県中

1,233.08138,770県南

5,420.31256,403会津・南会津

3078.78232,140会津

2341.5324,263南会津

1,738.91119,577相双

1,232.26332,931いわき

13,784.141,833,152計

福島県

面積（k㎡）人⼝（人）圏域

1,571.18201,380佐 久

905.37187,392上 小

715.75185,820諏 訪

1,348.40173,453上伊那

1,928.89146,226飯 伊

1,546.1522,887⽊ 曽

1,868.74413,585松 本

1,109.6553,727大 北

1,558.00512,970⻑ 野

1,009.4577,123北 信

13,561.581,976,103
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圏域間での移動状況

19

圏域間での人の移動状況を⾒ると、「⻑野圏域〜北信圏域」並びに「上田圏域〜佐久圏域」が⽐較的多い状況。そ
の他も隣接する圏域間同⼠で、特に鉄道に連絡された圏域間での移動が多い状況にある。

圏域間の人の移動 圏域間および圏域他県間の通勤・通学流動

出典︓⻑野県地域公共交通計画



【参考】人口分布や交通状況について

人⼝の分布及び200床以上の医療機関の⽴地状況、県内の⾼規格道路の整備状況は以下のとおり。

県内の⾼規格道路の整備状況

⻑野県道路管理課作成

人⼝分布及び200床以上の医療機関の⽴地

出典︓⻑野県地域公共交通計画
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２０４０年の圏域ごとの人口状況

21

-13% -13%

-15%
-16%

-18%

-32%

-9%

-26%

-13%

-26%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

佐久 上小 上伊那 諏訪 飯伊 ⽊曽 松本 大北 ⻑野 北信

2024年人⼝ 2040年推計人⼝ 減少率

圏域ごとの人⼝動態をみると、ほとんどの圏域が現状から１０％以上人⼝が減少。特に⽊曽、大北、北信は、２０％以
上も減少すると⾒込まれる。



疾病・事業ごとの相互の連携体制

精神疾患
糖尿病

⼼筋梗塞
等の⼼血
管疾患

脳卒中がん在宅
医療

小児
医療

周産期
医 療

災害時
における

医療
（※）

救急
医療圏 域

精神科救急⼀般

○

●
(土(夜間)・日)

(北信)

○

○○○○○○○○佐 久
東

信
○●

（佐久）
●

（佐久）
●

(松本)
○○○○上 小

○○

○○○○○○○○諏 訪
南

信

○○○○○○○○上伊那

○○○○○○○○飯 伊

○○

●
(松本)

●
(上伊那)
(松本)

●
(上伊那)
(松本)

●
(松本)

●
(上伊那)
(松本)

●
(上伊那)
(松本)

○●
(上伊那)
(松本)

⽊ 曽
中

信
○○○○○○○○松 本

●
(松本)

●
(松本)

●
(松本)

●
(松本)

●
(松本)

●
(松本)

○○大 北

○

●
(土(夜間)・日)

(東信)

○

○○○○○○○○⻑ 野
北

信 ○○○●
（⻑野）○○○○北 信

原
則
と
し
て
市
町
村
を
単
位
と
し
、
実
情
に
応
じ
て
隣
接
す
る
市
町
村
が
相
互
に
連
携

これまでは、１０圏域において疾病や事業ごとに、必要に応じて他圏域との連携を図りながら、必要な医療を確保して
きた。

（※）災害の規模によっては、基幹災害拠点病院を中心に全県的に連携。 22
（凡例）○印︓当該圏域内で対応する圏域 ●印︓他の圏域と連携する圏域（括弧内は、連携の相⼿⽅となる圏域）



【参考】圏域ごとの全身麻酔手術の件数・時間外緊急手術の状況

23

人⼝規模に応じて、全身麻酔の⼿術件数や時間外の緊急⼿術日数は増加している。⼀⽅で、全身麻酔の⼿術や時間外緊
急⼿術があまり実施されていない圏域も⼀定数存在し、今後の人⼝減少を考慮すると、実施数はますます少なくなってい
くと考えられる。

佐久

上小

諏訪

上伊那
飯伊

⽊曽

松本

大北

⻑野

北信

0
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0 10 20 30 40 50 60

時間外緊急⼿術発⽣日数（年間）
（人）

上小上伊那 諏訪
佐久

飯伊

⽊曽

松本

大北

⻑野

北信

0
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200000

300000

400000

500000

600000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

全身麻酔の⼿術 総数レセプト件数（年間）
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⼆次医療圏別の⾃⼰完結率（⼀般病床）

⼀般病床の推計患者数の各圏域の流⼊・流出割合を⾒ると、上伊那、⽊曽、大北、北信で20％以上の流出が⾒られる。

⾃己完結型 流⼊型

出典︓令和５年度患者調査

佐久

上小 諏訪
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飯伊
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（％）

（％）（推計流⼊患者割合）

（推計流出患者割合）



⼊院料別流出割合

⼊院料別流⼊割合

上小 ⻑野 県内 県外
集中治療室等 100% 0% 0% 0% 0%
DPC・急性⼀般⼊院料1等 95% 1% 1% 2% 1%
急性期⼀般⼊院料2〜6等 95% 4% 1% 0% 0%
地域⼀般⼊院料等 61% 39% 0% 0% 0%
回復期リハビリテーション病棟 83% 17% 0% 0% 0%
地域包括ケア病棟（病床） 96% 4% 0% 0% 0%
療養病棟⼊院基本料 87% 6% 3% 1% 2%
初診 93% 3% 0% 0% 4%
初診うち時間外 96% 2% 0% 0% 2%
再診 95% 2% 0% 0% 2%
再診うち時間外 96% 3% 0% 0% 1%

⼊院料 佐久
流出割合

上小 ⻑野 県内 県外
集中治療室等 75% 22% 1% 0% 2%
DPC・急性⼀般⼊院料1等 82% 15% 1% 0% 2%
急性期⼀般⼊院料2〜6等 89% 3% 2% 2% 4%
地域⼀般⼊院料等 100% 0% 0% 0% 0%
回復期リハビリテーション病棟 89% 9% 0% 0% 2%
地域包括ケア病棟（病床） 94% 6% 0% 0% 0%
療養病棟⼊院基本料 89% 3% 3% 4% 2%
初診 89% 4% 0% 0% 6%
初診うち時間外 90% 5% 0% 0% 5%
再診 90% 6% 0% 0% 3%
再診うち時間外 93% 4% 0% 0% 2%

⼊院料 佐久
流⼊割合

急性期（DPC・急性期⼀般⼊院料1等）の流出⼊状況

15%

佐久圏域における流出⼊の状況（⼊院料別）

1%

1%1%

佐久圏域は、⾼度急性期・急性期において流出はほぼない⼀⽅で、流⼊状況としては、特に上小圏域から急性期患者を
受け⼊れている状況。

25出典︓厚⽣労働省「医療計画作成⽀援データブック エクストラデータ 受領動向データ（2023年度）」
の二次医療圏別データを基に作成



急性期（DPC・急性期⼀般⼊院料1等）の流出⼊状況

21%

3%

上小圏域における流出⼊の状況（⼊院料別）

5%

2%

佐久 ⻑野 県内 県外
集中治療室等 48% 38% 6% 8% 0%
DPC・急性⼀般⼊院料1等 68% 21% 5% 6% 0%
急性期⼀般⼊院料2〜6等 94% 4% 1% 1% 1%
地域⼀般⼊院料等 99% 0% 1% 0% 0%
回復期リハビリテーション病棟 82% 6% 12% 0% 0%
地域包括ケア病棟（病床） 90% 7% 2% 1% 0%
療養病棟⼊院基本料 92% 2% 5% 1% 1%
初診 91% 5% 2% 1% 1%
初診うち時間外 92% 5% 1% 1% 1%
再診 90% 7% 2% 1% 1%
再診うち時間外 94% 4% 1% 0% 0%

⼊院料 上小
流出割合

⻑野 佐久 県内 県外
集中治療室等 98% 2% 0% 0% 0%
DPC・急性⼀般⼊院料1等 93% 3% 2% 1% 0%
急性期⼀般⼊院料2〜6等 74% 8% 4% 13% 1%
地域⼀般⼊院料等 97% 2% 1% 0% 0%
回復期リハビリテーション病棟 72% 6% 10% 11% 0%
地域包括ケア病棟（病床） 91% 2% 4% 3% 0%
療養病棟⼊院基本料 73% 7% 4% 14% 2%
初診 89% 5% 3% 1% 3%
初診うち時間外 93% 3% 2% 0% 1%
再診 92% 4% 2% 0% 1%
再診うち時間外 95% 1% 3% 0% 1%

⼊院料 上小
流⼊割合

⼊院料別流出割合

⼊院料別流⼊割合

上小圏域においては、⾼度急性期、急性期（DPC）については、佐久圏域への流出が大きく、特に急性期（DPC等）の
患者は佐久圏域へ２割程度流出している。

26出典︓厚⽣労働省「医療計画作成⽀援データブック エクストラデータ 受領動向データ（2023年度）」
の二次医療圏別データを基に作成



救急搬送︓消防署別の搬送状況

県内の圏域間で⽐べると 、上小、⽊曽、大北で救急搬送の圏域管外への搬送が多い傾向にある 。

27

搬送件数 構成割合(管内/管外) 構成割合(重症度) 平均搬送時間(⼊電・収容)

出典︓2023年消防データより作成



患者の圏域別の流⼊・流出状況

流出状況構想区域
３次
医療圏 救急搬送の

圏域外搬送割合
主な流出先へのDPC、急性期⼀

般１等の流出割合
面 積
（k㎡）

人 ⼝
（人）構想区域2次医療圏

2％1%
（松本圏域）1,571.18201,380佐 久佐 久東

信 12%21%
（佐久圏域)905.37187,392上 小上 小

1％6%
（松本圏域）715.75185,820諏 訪諏 訪

南

信
6％

9%（松本圏域）
7%（諏訪圏域）
５%（飯伊圏域）

1,348.40173,453上伊那上伊那

1％3%
（松本圏域）1,928.89146,226飯 伊飯 伊

27%23%（松本圏域）
10％（上伊那圏域）1,546.1522,887⽊ 曽⽊ 曽

中

信
1％2%

（大北圏域）1,868.74413,585松 本松 本

16%25％
（松本圏域）1,109.6553,727大 北大 北

2％2%
（松本圏域）1,558.00512,970⻑ 野⻑ 野北

信 9％15%
（⻑野圏域）1,009.4577,123北 信北 信

特に集約化の検討を要する急性期についてみると、上小、⽊曽、大北、北信は、完結率が低い状況。上伊那は様々な圏域に⼀定程度の流
出が⾒受けられる。救急搬送の圏域外搬送割合も、上小、⽊曽、大北が他圏域に⽐べると⾼い状況。
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３．医療機関機能・病床機能について
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• このほか、急性期拠点機能を担う医療機関等が⾏う、広域な観点での診療、人材の育成、医師の派遣等の役割についても、報告
を求め、地域全体での機能の確保に向けた議論を⾏う。

医療機関機能について

医療機関機能の考え⽅
○ 医療機関機能に着目して、地域の実情に応じて、｢治す医療｣を担う医療機関と｢治し⽀える医療｣を担う医療機関の役割分担を明確化し、

医療機関の連携･再編･集約化が推進されるよう、医療機関（病床機能報告の対象医療機関）から都道府県に、地域で求められる役割を担
う｢医療機関機能｣を報告。地域の医療提供体制の確保に向けて地域で協議を⾏うとともに、国⺠･患者に共有。

○ 二次医療圏等を基礎とした地域ごとに求められる医療提供機能、より広域な観点から医療提供体制の維持のために必要な機能を設定。
・ 2040年頃を⾒据えて、人⼝規模が20万人未満の構想区域等、医療需要の変化や医療従事者の確保、医療機関の維持等の観点から医療提供体制上の課題

がある場合には、必要に応じて構想区域を拡大。
・ 従来の構想区域だけでなく、広域な観点での区域や、在宅医療等に関するより狭い区域を設定。新たな地域医療構想の策定･推進に向けて、地域に必要

な医療提供体制の確保のため実効性のある議論に資するよう、区域ごとに議論すべき内容や議題に応じた主な参加者等についてガイドラインで明確化。

地域ごとの医療機関機能

広域な観点の医療機関機能

主な具体的な内容（イメージ）
• ⾼齢者をはじめとした救急搬送を受け⼊れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協⼒･連携しながら、

⼊院早期からのリハビリ･退院調整等を⾏い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリ等の提供を確保する。
※ 地域の実情に応じた幅をもった報告のあり⽅を設定

⾼齢者救急・地域急性
期機能

• 地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24時間の対応や⼊院
対応を⾏う。
※ 地域の実情に応じた幅をもった報告のあり⽅を設定

在宅医療等連携機能

• 地域での持続可能な医療従事者の働き⽅や医療の質の確保に資するよう、⼿術や救急医療等の医療資源を多
く要する症例を集約化した医療提供を⾏う。
※ 報告に当たっては、地域シェア等の地域の実情も踏まえた⼀定の水準を満たす役割を設定。また、ア

クセスや構想区域の規模も踏まえ、構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するか設定。

急性期拠点機能

• 上記の機能にあてはまらない、集中的なリハビリテーション、⾼齢者等の中⻑期にわたる⼊院医療機能、有
床診療所の担う地域に根ざした診療機能、⼀部の診療科に特化し地域ニーズに応じた診療を⾏う。

専門等機能

• 大学病院本院が担う、広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前･卒後教育をはじめとした医
療従事者の育成、広域な観点が求められる診療を総合的に担い、また、これらの機能が地域全体で確保さ
れるよう都道府県と必要な連携を⾏う。

医育及び広域診療機能

30

※⾼齢者医療においては、あらゆる段階において、マルチモビディティ（多疾病併存状態）患者へのリハビリを含む、治し⽀える医療の観点が重要

厚⽣労働省検討会資料



○ 救急体制等の維持に必要な人員は医療機関数にも相関するところ、地域において適切な医療提供体制を確保する観
点を踏まえると、同じ病床数であっても、複数の病院が少しずつ病床を有している状態と、医療機能が１つないし
少数の病院に集約している状態では、地域で提供できる医療機能は必ずしも同等ではない。こうしたことから、医
療を効率的かつ効果的に提供できる医療提供体制を構築するため、医療機関の連携・再編・集約化が重要。

医療機関の連携・再編・集約化の必要性について

資料出所︓「持続可能で質の⾼い医療を提供し続けるための新潟県地域医療構想の実現に向けた今後の⽅向性」（令和３年４月）新潟県保健福祉部資料

100床100床 100床
300床

必ず同じ医療提供体制、という訳ではない

31
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急性期・救急医療の役割分担について（イメージ）

急性期拠点機能

⾼齢者救急・
地域急性期機能

• 多くの医療資源を要する⼿術等について、集約して対応する中で、都市部を中心とした⾼齢者救急の増加分につ
いては、⾼齢者救急・地域急性期機能を有する医療機関で担うことが考えられる。

• 地域ごとに、医療資源に乏しく、急性期拠点機能を有する医療機関で増加する⾼齢者救急への対応が必要なケー
ス等も考えられ、⼿術や救急搬送等の医療需要の変化に関するデータを踏まえながら、⼿術等の役割分担や救急
搬送先について協議が必要。

・⾼齢者救急は、⾼齢者救急・地域急性期機能を中心としつ
つも、医療の需要等を踏まえながら必要に応じて急性期拠点
機能も⾼齢者救急の受け⼊れを⾏う

増加する⾼齢者救急の受け⼊れの分担

●急性期拠点機能と⾼齢者救急・地域急性期機能における、⼿術等と⾼齢者救急の分担のイメージ

・医療資源を多く必要とする、⼿術等について、緊急⼿術等は
急性期拠点機能で受け⼊れる⼀⽅、⾼齢者に多い⼿術等は⾼
齢者救急・地域急性期機能でも提供する

手術等の分担

32

※大都市などにおいて⼿術等を⾼齢者救急・地域急性期機能で実施することや、急性期拠点機能において、増加
する⾼齢者救急の需要にも対応することも考えられる。



医療機関機能の協議にあたっての検討事項とデータ（案）

協議のためのデータ求められる具体的な機能や体制
○以下のデータについて、医療機関毎のほか区域
内全体における数・シェアも踏まえて検討する。
 救急⾞受け⼊れ件数
 各診療領域の全身麻酔⼿術件数
 医療機関の医師等の医療従事者数
 急性期を担う病床数・稼働率
 医療機関の築年数、設備（例︓⼿術室、ICU）
 その他従事者の状況（⻭科医師数、薬剤師数、

看護師数 等）
等

（急性期の総合的な診療機能）
 救急医療の提供
 ⼿術等の医療資源を多く要する診療の、幅広い総合的な提供

（急性期の提供等にあたっての体制について）
 総合的な診療体制を維持するために必要な医師数、病床稼働率
 急性期医療の提供や医師等の人材育成を⾏うための施設

急性期拠点
機能

 救急⾞受け⼊れ件数（人⼝の多い地域のみ）
 医療機関の医師等の医療従事者数
 包括期の病床数
 地域包括ケア病棟⼊院料や地域包括医療病棟

の届出状況
 医療機関の築年数
 ⾼齢者施設等との連携状況 等

（⾼齢者救急・地域急性期に関する診療機能）
 ⾼齢者に多い疾患の受⼊
 ⼊院早期からのリハビリテーションの提供
 時間外緊急⼿術等を要さないような救急への対応
 ⾼齢者施設等との平時からの協⼒体制

⾼齢者救急・
地域急性期

機能

 在宅療養⽀援診療所・病院の届出状況
 地域における訪問診療や訪問看護の提供状況
 医療機関の築年数
 ⾼齢者施設等との連携状況 等

（在宅医療・訪問看護の提供）
 在宅医療の提供の少ない地域において、在宅医療の提供
 訪問看護ＳＴを有する等による訪問看護の提供

（地域との連携機能）
 地域の訪問看護ステーション等の⽀援
 ⾼齢者施設の⼊所者や地域の診療所等で在宅医療を受けている患者等の緊急時の

患者の受⼊れ体制の確保等、平時からの協⼒体制

在宅医療等
連携機能

 回復期リハビリテーション病棟⼊院料・療養
病棟⼊院基本料等の届出状況

 有床診療所の病床数・診療科 等

 特定の診療科に特化した⼿術等を提供
 有床診療所の担う地域に根ざした診療機能
 集中的な回復期リハビリテーション
 ⾼齢者等の中⻑期にわたる⼊院医療

専門等機能

○ 医療機関機能について各都道府県が構想区域毎に機能を確保することができるよう、以下の考え⽅を基本とし、区域
の人⼝規模に応じた役割について検討してはどうか。

33
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急性期拠点が担うことが考えられる役割の例（案）

考え⽅等概要
・地域災害拠点病院は２次医療圏に１箇所設置、基幹災害拠
点病院は都道府県に1箇所設置することとされている。
・24時間緊急対応し、災害発⽣時に被災地内の傷病者等の受
け⼊れ及び搬出を⾏うことが可能な体制を有することや、災
害発⽣時に被災地からの傷病者の受け⼊れ拠点にもなること
等が要件。

災害時における医療提供体制の中
心的な役割を担う病院を確保

災害拠点病院
（基幹災害拠点病院、
地域災害拠点病院）

都道府県と医療措置協定を締結し、病床確保、発熱外来の実
施、⾃宅療養者への医療の提供、後⽅⽀援、医療人材派遣へ
協⼒。

新興感染症発⽣時に必要な医療提
供体制を確保医療措置協定の締結

例として、臨床研修については、臨床研修を⾏うために必要
な症例があることや適切な指導体制を有していること等が求
められる。医師として⼀定の診療能⼒を身につけるに当たっ
ては⼀定の症例数が必要であることから、特に急性期拠点は
医育に協⼒することが求められる。

基幹型臨床研修病院や、専門研修
基幹施設等として、医育を実施臨床研修及び専門研修の実施

今後、⽣産年齢人⼝を含めた人⼝が減少する中、⼿術等の医
療資源を多く必要とする医療へのニーズの減少が続く。こう
した中、効率的かつ持続的な急性期医療提供体制の確保のた
め、⼀定の病床は確保しつつも、必要に応じ、病床の適正化
（ダウンサイズ）等を⾏う。

今後の医療需要にあわせた病床数
の整備を推進する

地域における必要な病床の確保のた
めの積極的な役割

大学病院本院は、急性期拠点へ人的協⼒を⾏うとともに、急
性期拠点は、地域の医療機関における代診医や当直医の確保
等に協⼒する。

地域の医療機関への診療体制確保
のための協⼒を実施。地域の医療機関への人的協⼒

• 急性期拠点機能は、医師等の医療資源に加えて、⼿術等の症例を集約して対応することとなる。単に⼿術の提供と
いった急性期医療のみならず、関連する様々な役割を担うことが重要。

34※個々の役割については、急性期拠点機能を担う医療機関以外でも担うことが想定される。
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病床機能について（案）

• 病床機能区分のうち、これまでの【回復期機能】について、2040年に向けて増加する⾼齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機
能をあわせもつことが重要となること等を踏まえ、【包括期機能】として位置づけてはどうか。

• 将来の病床数の必要量の推計については、受療率の変化等を踏まえ、定期的に（例えば将来推計人⼝の公表ごと、医療計画の作成ごと
等）2040年の病床数の必要量の⾒直しを⾏うこととしてはどうか。また、これまでの取組との連続性等の観点から、これまでの推計⽅
法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診療実績データをもとに病床機能区分ごとの推計を⾏うこととし、ガイドライ
ンの検討において、改⾰モデルも含め、具体的な推計も検討することとしてはどうか。

病床機能区分
機能の内容

• 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に⾼い医療を提供する機能⾼度急性期機能
• 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能急性期機能
• ⾼齢者等の急性期患者について、治療と⼊院早期からのリハビリ等を⾏い、早期の在宅復帰を目的とした治し

⽀える医療を提供する機能
• 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
• 特に、急性期を経過した脳⾎管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的とした

リハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

包括期機能

• ⻑期にわたり療養が必要な患者を⼊院させる機能
• ⻑期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者⼜は難病患者

等を⼊院させる機能

慢性期機能

35

回復期から「包括期」へ
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包括期機能について

○ 包括期機能は、「⾼齢者等の急性期患者について、治療と⼊院早期からのリハビリ等を⾏い、早期の在宅復帰を
目的とした治し⽀える医療を提供する機能」等とされており、「救急患者を受け⼊れる体制を整備」「⼀定の医療
資源を投⼊し急性期を速やかに離脱」等の役割を担うこととされている地域包括医療病棟や、「在宅で療養を⾏って
いる患者等の受け⼊れ」等が役割の地域包括ケア病棟を有する医療機関での対応が重要となる。

36

病床機能区分
機能の内容

• 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に⾼い医療を提供する機能⾼度急性期機能
• 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能急性期機能
• ⾼齢者等の急性期患者について、治療と⼊院早期からのリハビリ等を⾏い、早期の在宅復帰を目的とした治し

⽀える医療を提供する機能
• 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
• 特に、急性期を経過した脳⾎管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的とした

リハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

包括期機能

• ⻑期にわたり療養が必要な患者を⼊院させる機能
• ⻑期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者⼜は難病患者

等を⼊院させる機能

慢性期機能
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